
 
 
 
 
 
 
 
※ＤＣとは Defined Contribution の略＝確定拠出年金のことです。        平成１６年１０月２９日 

 
制度への加入に関する最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。本資料は、岡三証券が信頼できると
判断した情報源からの情報に基づいて作成したものですが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。また、
本資料に記された意見や予測等は、資料作成時点での岡三証券の判断であり、今後予告なしに変更されることがあります。 
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４．厚生年金基金間の移行 
 
４－１ 脱退一時金相当額の移換 
（１）～（４）は前号をご参照ください。 
（５）移換しようとする先の厚生年金基金が将来返
上の認可を受けている場合【通知】 
移換しようとする先の厚生年金基金が将来返上の 
認可を受けている場合は代行部分の権利義務移転 
ができないため、脱退一時金相当額の移換も認めな 
いこととする。 
 
４－２ 権利義務移転 
個人単位の権利義務移転【政令、省令】 
厚生年金基金間の給付の支給に関する権利義務の移
転について、事業所単位の移転に加えて個人単位で
の移転もできることとする。 
 
①加入員期間の取扱い【政令】 
移転先厚生年金基金が移転元厚生年金基金の支給に
関する権利義務を承継する場合においては、移転元
厚生年金基金の加入員期間を、移転先の加入員期間
とみなすこととなっている（法律）。 
移転元厚生年金基金の加算加入員期間についても、
移転先厚生年金基金の加算加入員期間とみなすこと
とする。 
 
②移換申出の手続【政令】 
申出の手続等については、事業所単位の権利義務移
転に準じて定める予定。 
 
③権利義務承継時の給付減額【通知】 
厚生年金基金間で権利義務承継をする場合であって
やむを得ない事由がある場合を、給付減額の理由に
追加する。（既存の確定給付企業年金から厚生年金
基金への権利義務承継時と同様。） 
 
 

５．確定給付企業年金から厚生年金基金への
移行 
５－１ 脱退一時金相当額の移換 
（１）加入者期間の取扱い【政令、省令、通知】 
脱退一時金相当額の算定基礎期間の全部又は一部に
ついて、厚生年金基金は加算加入員期間に合算する
こととする。算定基礎期間の一部を合算する場合に
おいては、厚生年金基金は合理的な範囲で行うもの
とする。 
 
（２）移換申出期限【政令】 
本人は、確定給付企業年金の加入者の資格を喪失し 
たときから１年以内かつ厚生年金基金の加入員の資
格を取得した時から３月以内に申し出ることとする。 
 
（３）引継事項【省令】 
氏名・性別・生年月日・住所 
移換する脱退一時金相当額 
脱退一時金相当額の算定基礎期間 
 
５－２ 権利義務移転 
加入者期間の取扱い【政令、省令】     
厚生年金基金が確定給付企業年金の支給に関する権
利義務を承継する場合においては、確定給付企業年
金の加入者期間を、厚生年金基金の加算加入員期間
とみなすこととする。 
※現在は、権利義務移転時の加入者期間の取扱いに
ついては規定されていない。 
６．確定給付企業年金又は厚生年金基金から
確定拠出年金への移行 
６－１ 脱退一時金相当額の移換 
（１）加入者期間の取扱い【法律、政令、省令】 
脱退一時金相当額の算定基礎期間又は厚生年金基 
金の加算加入員期間の全部を、確定拠出年金の通算 
加入者等期間に合算することとする。 
 
（２）移換申出期限【政令】 
本人は、確定給付企業年金の加入者又は厚生年金基 
金の加入員の資格を喪失したときから１年以内か 
つ確定拠出年金の加入者の資格を取得した時から 
３月以内に申し出ることとする。 
 
（３）引継事項【省令】    
氏名・性別・生年月日・住所 
移換する脱退一時金相当額 
脱退一時金相当額の算定基礎期間又は厚生年金基金
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の加算加入員期間 
基礎年金番号 
※確定給付企業年金から移換する場合は、本人から
申し出る。 
 
６－２ 制度単位での企業型年金への移換 
移換額【政令】  
６－１において個人単位で脱退一時金相当額を企業
型年金へ移換する場合には、本人拠出分も含めて移
換し、全額が事業主が拠出した掛金とみなされるこ
とに伴い、制度単位で確定給付企業年金等から企業
型年金へ移行する場合についても、本人の同意によ
り本人拠出分も含めて移換できることとし、その場
合はその全額が事業主が拠出した掛金とみなされる。 
※現在は、制度単位で企業型年金へ移換する場合は
本人拠出分は返還されることとなっている。 
 

７．確定給付企業年金から企業年金連合会へ
の移行 
（１）移換申出期限【政令】 
本人は、確定給付企業年金の加入者の資格を喪失 
した時から１年以内に申し出ることとする。 
 
（２）引継事項【省令・通知】 
氏名・性別・生年月日・住所 
移換する脱退一時金相当額及び本人が拠出した掛金
額 
脱退一時金相当額の算定基礎期間（中途脱退時）、確
定給付企業年金の加入者期間（制度終了時） 
基礎年金番号 
※移換申出の際に、本人から確定給付企業年金を経
由して申し出ることとする。 
 

（３）企業年金連合会への通知【政令】 
中途脱退者又は終了制度加入者等から企業年金 
連合会（以下「連合会」という。）への移換の申出 
を受けた確定給付企業年金又は清算人は、その旨を 
連合会に通知することとする。 

８．企業年金連合会から確定給付企業年金へ
の移行 
（１）加入者期間の取扱い【政令、省令、通知】 
①連合会が脱退一時金相当額を引き継いでいる場合  
連合会に引き継いだ確定給付企業年金（以下「引継
前確定給付企業年金」という。）の脱退一時金相当額
の算定基礎期間又は連合会に引き継いだ厚生年金基

金（以下「引継前厚生年金基金」という。）の加算加
入員期間の全部又は一部について、確定給付企業年
金は加入者期間に合算することとする。 
 

②連合会が残余財産を引き継いでいる場合  
引継前確定給付企業年金の加入者期間又は引継前厚
生年金基金の加入員期間の全部又は一部について、
確定給付企業年金は加入者期間に合算することとす
る。 
①②で一部の期間を合算する場合においては、確定
給付企業年金は、合理的な範囲で行うものとする。 
※平成１７年１０月１日以前に連合会に移換した者に
ついては、必要な情報が連合会に引き継がれていない
ことがあるが、その場合は、引継前確定給付企業年金
の加入者期間又は引継前厚生年金基金の加入員期間と
して本人が申し出た期間の全部又は一部を、確定給付
企業年金の加入者期間に合算することとする。 
 
（２）移換申出期限【政令】 
本人は、確定給付企業年金の加入者の資格を取得し 
た時から３月以内に申し出ることとする。 
 
（３）引継事項【省令】 
氏名・性別・生年月日・住所 
移換する年金給付等積立金の額（確定給付企業年金
から引き継いでいる場合には、併せて、本人が拠出
した掛金額） 
引継前確定給付企業年金の脱退一時金の算定基礎期
間又は引継前厚生年金基金の加算加入員期間（中途
脱退時） 
引継前確定給付企業年金の加入者期間又は引継前厚
生年金基金の加入員期間（制度終了時） 
 
（４）移換額【法律】 
連合会から確定給付企業年金へ移換する積立金 
の額は、連合会の規約で定める。 
 
（５）連合会へ申し出る者【通知】 
連合会から積立金を移換する際は、あらかじめ移換 
先確定給付企業年金が連合会に登録をしている場 
合にあっては、本人の申出を受けた移換先確定給付 
企業年金から連合会に申し出ることができること 
とする。この場合、確定給付企業年金は、本人が積 
立金の移換を申し出てから速やかに連合会に申し 
出るものとする。 

＜その３に続く＞ 


